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令和８年４月９日（木） 

久 留 米 税 務 署 

 

定例懇談会資料 
 

【総務課】 

１ 「内部事務のセンター化」の対象税務署の拡大について 

 

（参考） 

 
【国税庁 HP】 

 

 

 

２ 関与先名簿等の提出について 

 

提出期限：令和８年５月 22 日（金） 

 

 

 

３ 書面添付制度について 

 

 

 

 

【管理運営部門】 

令和７年分確定申告に係る振替納税日について 

 

税金の種類 口座振替日 

申告所得税及び復興特別所得税 令和８年４月 23 日（木） 

消費税及び地方消費税（個人事業者） 令和８年４月 30 日（木） 

※ 前日までに、引落し口座の残高確認をお願いします。 
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【税務広報広聴官】 

租税教室講師養成研修について 

 

日程 場所 時間 

令和８年４月 20 日（月） 久留米市役所 
14：00～ 
※２時間程度 

令和８年５月 15 日（金） 久留米税務署 

※ いずれも同じ内容で開催します。 

 

 

 

 

【個人課税部門】 

確定申告期における税務支援について 

 

 

 

 

【資産課税部門】 

１ 贈与税の e-Tax の利用について 

 

 

 

２ 資産税事務のエリア一体運営の一部変更について 



 福岡国税局では、複数の税務署の申告書等の入力や申告内容についての照会文書
の発送などの内部事務を、集約して効率的に処理する「内部事務のセンター化」を実施
しています。

 令和８年７月10日（金）から、内部事務のセンター化の対象税務署を福岡国税局
管内全ての税務署（31署）に拡大し、申告書等の入力処理等を福岡県春日市の
業務センターに集約して行います。

 納税者の皆様方におかれましては、税務署に申告書・申請書・添付書類等を郵送でご
提出する場合は、下記の住所へ送付いただくようご協力をお願いします。
※ 「内部事務のセンター化」は、納税者の皆様の所轄税務署を変更するものではありませんので、ご注
意ください。

福岡国税局からの重要なお知らせ

福岡国税局
R８.４

※裏面に「ご留意いただきたい事項」の続きを記載しております!

郵送による書類の送付先について

①e-Tax（データ）で提出する場合 ▷▷▷ 所轄税務署へ（従来どおり）
②窓口で提出する場合 ▷▷▷▷▷▷▷▷▷ 所轄税務署へ（従来どおり）

「内部事務のセンター化」の対象税務署と送付先

③郵送で提出する場合 ▷▷▷▷ 福岡県春日市の業務センターへ送付

● 業務センターは、関係者以外立ち入り禁止となっていますので、申告書や申請書等を業務
センターに直接持ち込んで提出することはできません。また、時間外収受箱（郵便受）も設
置していませんので、郵送でご提出ください。

● これまで、他のセンター（福岡市内、北九州市内、⾧崎市内）へ送付していた方も、
令和8年7月10日以降は、福岡県春日市の業務センターへ送付してください。

ご留意いただきたい事項

令和８年７月10日（金）以降の書類の送付先

【対象税務署】
福岡県、佐賀県、⾧崎県全ての税務署（31署）

※ 返信用封筒による提出をお願いしている場合は、返信用封筒に記載された送付先へ送付願います。

福岡国税局 業務センター

〒816-8616
福岡県春日市春日公園６丁目１番地６



ご留意いただきたい事項（続き）

e-Taxとは、申告や届出、申請などの各種手続をインターネットを通じて
行うことができるものです。
※ｅ-Taxにより提出する場合、送信先は所轄税務署となりますのでご注意ください。

e-Taxによる提出が便利です!!

ご自宅で
パソコン・スマホ から!

全ての書類を
e-Tax送信で!

キャッシュレス納付
が便利です!

個人の申告は 法人税申告は 国税の納付は

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

詳しくは
こちら

※ 面接による相談は、所轄税務署へ電話等で事前に相談日時等をご予約いただいております。

● 税務行政のデジタル化における手続見直しの一環として、令和７年１月から、申告書等
の控えに収受日付印の押なつを行っておりません。
申告書等を提出の際は、正本（提出用）のみ提出（送付）していただきますようお願

いします。
また、申告書等の提出年月日は、必要に応じて、ご自身で記録・管理をお願いします。

● 納税証明書の交付、面接による相談（※）などの窓口対応は、従来どおり所轄税務
署で行います。納税証明書を郵送で請求する場合は、封筒に「納税証明請求書在中」と
記載の上、引き続き所轄税務署へ送付をお願いします。

● 電話による税務相談や申告書等の用紙の送付は、業務センターでは行っておりません
ので、従来どおり電話相談センター又は所轄税務署までお問い合わせください。

● 申告書等をホチキスで止めたり、添付書類を重ねて糊付けしないようお願いします。

※ 訂正申告や書類不備、書面による別送書類の提出がある場合には、
３週間程度での還付処理の対象外となります

※

（提出が必要な書類はイメージ
データ（PDF）による提出を
お願いします）



久留米税務署からのお願い

キャッシュレス納付の推進へのご協力ありがとうございます。
４月以降も引き続きご協力いただきますようお願いいたします。

令和６年度 令和７年度 前年との差 （参考）令和７年度目標値

全税目 ３５.３％ ３８.０％ ＋２.７％ ４２％

源泉所得税
（自主納付分）

２０.３％ ２６.３％ ＋６.０％ ３１％

１.キャッシュレス納付割合の上昇について

※ 令和８年１月末時点の数値です。

以下のとおり福岡国税局のキャッシュレス納付割合が上昇

２.福岡県キャッシュレス納付推進宣言式について

福岡県キャッシュレス納付推進宣言式
（令和８年２月10日（火）開催）

名 称 ふくおかキャッシュレス納付推進プロジェクト

目 的

福岡県内において、国・地方公共団体・金融機関・民間団
体が連携の上、県民・事業者の皆様の利便性向上を図るため、
「移動時間」も「待ち時間」もかからないキャッシュレス納
付の推進に取り組み、県内各地域のデジタル化の促進及び社
会的コスト削減の実現を目指す

活動内容
（例）

キャッシュレス納付の普及・促進にかかる企画・立案、勉
強会、情報交換、相互連携、内外PR、キャンペーン等

※ 詳細については、協議会内で今後検討

事 務 局 福岡県



久留米税務署からのお願い

令和７年度 速報値
（福岡局：４月～１月）

令和７年度 速報値
（全国：４月～１月）

（参考）令和６年度
（福岡局：４月～３月）

令和８年度目標値

法人税 ３２.１％ ３８.３％ ２６.４％ ー

消費税（法人） ２９.１％ ３４.７％ ２４.５％ ー

源泉所得税
（自主納付分）

２６.３％ ３２.８％ ２０.９％ ３６％

合計 ３８.０％ ４２.０％ ３３.７％ ５４％

３.４月以降、特にお願いしたいポイント

① ３月決算法人の法人税及び消費税（法人）のキャッシュレス納付利用（自動ダイレクト）
➢ ５月納期限の税目についてダイレクト納付を利用する場合、４月下旬頃には税務署へ届出書の提出が必要

② 源泉所得税自主納付分（７月10日納期限）のキャッシュレス納付利用（顧問先への働きかけ）
➢ ダイレクト納付を利用する場合、５月末頃には税務署へ届出書の提出が必要

※ ダイレクト納付利用届出書提出から利用可能まで１か月程度必要

◆ 令和７年度（令和８年１月末時点）の速報値

※ 当局が独自に集計した速報値（令和８年１月末時点）のため、今後集計値が変動する可能性があります。

早期にキャッシュレス納付利用をご準備いただくよう関与先へのご指導をお願いします。
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